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近代期の関東山地東麓における

水力電気事業の展開と地域住民の対応

一津久井f51~青根村における流木事業との関わりに注目して-

花木宏蓋

1 .序論

近代日本では，さまざまな面で生活様式の変化

がみられた。とくに 電気は 紡績業をはじめと

する工業の動力源や 農村や工場の夜間操業のた

めの照明源、として活用され 各種の産業の生産性

の向上をもたらしたO

近代田本における電気事業に注目すると，明治

20年代より都m内部において小容量の火力発電が

成立したが，明治40年代以降は高圧長距離送電技

術の確立に伴い山地に大容量の水力発電が普及

し全国において電気事業者の設立が隆盛した。

大正10年代以降は電気事業者間の企業合併による

自主再編が進展し昭和13(1938)年には電気の

国家管理の成立に伴い電気事業者は数社に統合さ

れた。

歴史地理学や隣接分野における電気を扱った研

究には，多株な研究視角から多くの蓄積がみられ

る。まず，電気事業の展開と工業化との関わりを

検討したものや1) 電気事業者の立地や電気の供

給域からみた地域間関係をはじめとして2) 電気

事業を指標とした地域変容や地域特性について検

討が行われている。このような研究動向の中で，

西野は，電気事業者の地域的性格に注目し明治

後期から大正期にかけて多数みられた民営や町村

営，組合による中小電気事業者について一次資料

を発掘し実態を明らかにすることで，現代におけ

る電気事業の独占形態がもたらす課題の提示を試

みている3)。また，天野は，東京都多摩地域や，

栃木県宇都宮市に本社のあった下野電力という特

定の電気事業者を事例に，発電や送電の技術や電

気事業者の経営戦略を検討し電気の供給域の規

定要因を明らかにしている4)。しかし，これらの

研究は，電気事業者そのものや，電気事業者のiHIJ

から地域変容を検討しており 電気事業を受容し

た地域の動向に関して十分検討されていない。た

とえば，電気事業において不可欠な要素の lつで

ある電源開発に注目すると 明治後期より全面に

おいて水力発電所の設置が進んだが，水力発電所

への分水が河川の流量の減少をもたらし，水車業

等の河J11を利用する従来の産業に影響を及ぼすた

め，水利権をめぐり各地で地域住民の反対がみら

れた5)。つまり，電気事業の地域的展開を検討す

る際には，地域住民が電気事業の長月ITや短所を多

面的に判断しながら対応した過程に注目する必要

がある6)。

以上の点を踏まえ，本稿では，近代期の一地域

に注目し電源開発から電気の供給に至るまでの

電気事業の展開と地域住民との関係を検討するこ

とを目的とする。研究対象地域として，神奈川県

津久井郡青根村(現，沼津久井町)7)に注目する

(第 l図)。関東山地東麓の道志J11沿いに位置する

青根村では，昭和 5(1930)年に青根電灯合資会

社が設立され，青根村内に初めて電灯が点灯し

た8)。しかし青根村と同様な立地条件にある関

東平野近郊の山村では 津久井郡の北部地域や神

奈川県愛甲郡，山梨県南都留郡といった青根村の

周辺地域を含め，明治後期や大正期に水力発電所

の設震や電気の供給が進んだ地域も多くみられ

た。青根村の位置する道志)11流域で水力発電所の

設置や電気の供給が遅れた経緯について，先行研

究においては，道志)11を水源に用いる横浜市が上
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第 1菌研究対象地域

注 1) 送電線および発電所は，大正10~11 (1921 ~22) 年当時のものを示した。

注 2) 地形図の調査年次が異なるため，一部の送電線が途中で途絶えている。

注 3) 地形菌にて，市街地付近の送電線は省略されているため不明である。

注 4) 発電所の位置は，一部推定を含む。

資料 1/50，000 I八王子J(大正10(1921)年). I上野原J(大正11(1922)年). I秦
聖子J(大正11(1922)年)をもとに作成。

水の確保のため，道志川沿いでの水力発電所の設

置を中止させたことが指摘されている9)。しかし

水力発電所の設置をめぐる青根村の地域住民の対

応については，先行研究にて十分明らかにされて

おらず，本稿において検討を深めたい。

近代期における電気の普及の検討には，明治40

(1907)年より逓信省逓信局が刊行した電気事業

者の総覧である『電気事業要覧jや，近代期に刊

行された電気事業者に関する専門誌である『電気

之友1歴史的公文書や古文書に含まれる電気事
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業に関する資料をはじめ，さまざまな資料の活用

が提唱されている 10)。本稿の研究対象地域である

津久井郡においても，神奈川県立公文書館所蔵の

津久井郡役所文書をはじめ，近代期における河川

の利用の請願に関する歴史的公文書に水力電気事

業に関する資料が数多く含まれている。一方，筑

波大学歴史地理学研究室にて行った青根村の現地

調査においては，相模原市情報公開謀所蔵の青根

支所文書より，明治28~大正15 (1895~ 1926)年

の青根村および周辺地域における水力電気事業の

詳細が判明する， I水力発電所設置ニ関スル書類j

を収集することができた。そこで，本稿では，主

に「水力発電所設置ニ関スル書類」を用いて，青

根村における電気事業の展開を検討する。また，

電気事業の展開がもたらす従来の産業への影響斗ご

ついても，近代期の青根村において河川の利用を

めぐり水力電気事業と競合した主な産業である流

に注目し，青根支所文書:I土木ニ関スル書

類jや，青根村地先を流れる道志)11にて流木事業

に従事した太井村(現， I日津久井町)の八木家の

帳簿一等を用いて検討する。

II. 近代期の津久井郡および毘辺地域における

電気事業

第 2[ZJと第 31ZJは，津久井郡および周辺地域の

概要と，近代期における電気の供給域や水力発電

所，電気事業者を示したものである。まず¥明治

40年に注目すると，東京市に本社をもっ東京電灯

が，内強制寸(現，旧相模湖町)沼本の相模川や鳥

屋村(現， 1日津久井lllT)早戸の平戸)11，愛i宇都宮

ケ瀬村(現，清川村)横議の中津川に水力発電所

を設置し東京市等の都市部へ送電を行ってい

た。しかし，東京電灯を含め，津久井郡および周

辺地域へ電気の供給を行う電気事業者はみられな

かった。

次に，大正 6(1917)年に注自すると，津久井

君 I~および周辺地域に 3 社の中小電気事業者が設立

され，一部の地域に電気の供給が成立した。 1つ

めに相甲電気は，大正 2(1913)年に事業許可

を受け，大正 6年に開業した。本社は横浜市に立

地し三ケ木村(現，沼津久井町)の道志)11に水

力発電所を設置して ) 11尻村や三沢村，太井村，

中野村(すべて現， 11ヨ津久井町)と高座郡tl~ 原村，

大沢村(現， 1日相模原市)に電気を供給していた。

なお，相甲電気は，大正 7(1918)年に三ケ木村

や又野村，串川村，鳥屋村，青野原村(すべて現，

旧津久井町)，湘南村(現， 1日城山町)へ，

の供給域を拡張した。 2つめに，愛J11電気は，大

正 3(1914)年に事業許可を受け，大正 5(1916) 

年に開業した。本社は愛甲郡愛J11村(現，愛)11町)

に立地し愛)11村田代の愛)11に水力発電所を設置

して，愛甲郡愛J11村や高峯村，中津村(すべて現，

愛JI[町)，下川入村(現，厚木市)，高度郡田名村

(現， 1日相模原市)に電気を供給していた。 3つ

めに，津久井電気は，大正4-(1915)年に事業許

可を受け，大正 5年に開業した。本社は与瀬iHT

(現， I日相模湖町)に立地し千木良村-(現， 1日

相模湖町)の底沢川に水力発電所を設置するとと

もに，山梨県南都留郡大原村猿橋(現，大丹市)

に本社をもっ都留電灯より受電し千木良村や与

j頼回Iをはじめ現在の!日相模湖町域や!日藤野田了域の

一部に電気を供給していた。さらに，明治後期か

ら大正前期には，丹沢御料地内の中津川に水力発

電所を設置し愛甲郡厚木町に電気を供給する計画

であった丹沢水力電気や 丹沢水力電気と i可じく

愛甲郡厚木町に電気を供給する計画であった相模

水力電気をはじめ 未開業のまま解散したとみら

れる電気事業者も存在した。

その後，大正10(1921)年頃より津久井郡およ

び周辺地域においても電気事業者の合併が増加し

ており，津久井郡や高度郡相原村，大沢村等で、は

柑甲電気や津久井電気が富士水電等と合併を繰り

返しながら東京電灯へ吸収された。また，愛甲郡

や高座郡田名村では 愛)11電気が茅ヶ崎電気や町

田電気等と合併して成立した 横浜市に本社をも

っ棺武電力が電気を供給していた。一方，山梨県

に隣接する佐野川村(現， 1日藤野町)では，都宮

電灯の供給域となっていた。さらに，湘南村(現，

!日城山町)では，東京電灯による電気の供給もみ
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③昭和 3(1928)年

第 21翠 津久井郡および周辺地域における電気供給域

注) 昭和12(1937)年の青根電灯の供給域は，東京電灯の供給域と一部重複して

いる。

資料:r電気事業要覧j(各年次)をもとに作成。

られたが，村営電気事業が大正 9(1920)年に事

業認可を受け大正10年に開業した。村営電気事業

では，水力発電所を湖南村小倉の串)11に設置し

湘南村内に電気を供給していた。その結果，昭和

3 (1928)年には，津久井郡および周辺地域の全

域へ電気の供給がみられた。ただし同じ自治体

の範囲内においても 電気が供給されていない地

亙がみられたことを考慮する必要がある 11)。な

お，東京電灯では，昭和 3年には内郷村沼本や鳥

屋村平戸の水力発電所を休止していた。

昭和12(1937)年には，津久井郡等は東京電灯，

愛甲郡等は相武電力の事業を継承した呂本電力，

佐野)11村は都習電灯の供給域が維持されていた。

一方，村営電気事業といった小規模な電気事業者

については，湖南村に加え，青根村においても昭

和 5年に青根電灯が開業し 青根村や道志村の一

部に電気の供給を開始した。

つまり，津久井郡および周辺地域では，明治後

期に水力発電所が設置されたが，東京市等の都市

部への送電を呂的としており 地域内への電気の

供給はみられなかった。大正前期以降，津久井郡

や愛甲郡， または横浜市に本社をもっ中小規模の

電気事業者が成立し 自社で、の水力発電所の設置

や周辺地域の電気事業者からの受電により，津久

井郡および周辺地域内にて電気の供給域を拡大し

ていった。昭和初期以降は，電気事業者の合併が

進み，津久井郡および周辺地域の大半は東京電灯

や相武電力により電気が供給されていた。一方，
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第 31Z1 津久井郡および周辺地域における電気事業者

一明治40~HÎ:nL1l 2 (l 907~37) 年一

注) 年次は一部推定を含む

資料 f電気事業要覧J(各年次)をもとに作

成。

大正後期から昭和初期には，持!i南村で村営電気事

業が開始され，青根村では青根電灯という小規模

されて，電気の供給域がさら

に;広大した。

亙.青根村における電気事業の展開

(1 )膏根村における電気事業の沿革

第 l表は，青根支所文書「水力発電所設置ニ関

スル書類j等をもとに、青根村における電気事業

の沿革を示したものである。第 l表より，青根村

では昭和初期に青根電灯が開業し電気の供給が開

始される以前においても，明治中期以来東京市や

横浜市の居住者といった青根村外の電気事業者に

よか青根付の地先を流れる道志)11の分水による

水力発電所の設置が申請されていた。また，大正

邦j以降には，青根村外の電気事業者による水力電

気事業もみられるが，青根付の地域住民による水

力電気事業の申請がみられ，電気事業者の属性が

変化している。本章では，青根村において計廊さ

ついて，青根村外の電気事業者と

青根村内の電気事業者に区分し事業の沿革と電

気事業者の属性や事業計画 青根村との契約内容

に注目し検討する(第 2 第 412?:1)。

( 2 )青根村外の電気事業者

a 進 経太等と東京水力電気

青根村における初めての電気事業は，明治28年

9月5日に進 経太と藤i両市助;辛小三郎，梅;m
精ーが青根村へ，道志)11の分水による水力発電所

の設置と東京市等の都市部への送電に関する

を申詰し青根村も 9月281ヨに事業を承認したも

のである。 明治31(1898)年には，進等の事業を

大倉喜八郎が社長で、ある東京水力電気が継承して

7年間契約を延長し明治38(1905)年に東京水

力発電は青根村とのi習でさらに契約の延長を調整

していた。その後の展開について資料がみられ

ず，大正J~Jjにおいても道志)11 に水力発電所が竣工

した事例は確認できないことから，未着工のまま

事業は成立しなかったと推察される。

事業者の属性に注iヨすると，明治29(1896)年

刊行の『臼本紳士録 第三版jによれば，進は

)11島造船所長J.藤岡は「東京電灯株式会社技15ijiJ，

は「弁護士J，梅浦は「東京石川島造船所業務

取締役 I珂教保険株式会社取締役Jであった13)。

進や梅浦の勤務する石川島造船所は，渋沢栄ーが

経営する企業群に属していた。また，進等の事業

を継承した東京水力電気についても，社長の福島

甲子三や大倉喜八郎は渋沢が経営する企業群の複

数の役員に従事した1400

事業計画に注目すると，明治28年11月付の「道

志)11第一号発電所工事設計書Jによれば，水力発

電所の概要について， I神奈川県津久井郡青根村

字音久和地先道志)11に石堰を設け分流し水門を設

け|司)11岸山践に沿ふて木樋及石垣をたj、てIjJffi六尺深

四尺の水路を造り行くこと九八十IIJJにして水j留を

設け之より長千弐百尺の鉄管を下し再び本)11;可畔

に下り青野原村字西野々水力発電気所を設け本J11 

に排水すjと記されていた。なお，この設計書は，
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第 l表 青棋村における電気事業の沿革

年月日 内容

rl東京市の;1主 経太と藤lili]TI1lJ))，岸川、三郎 i号線村へ道志)11の分*による水力発電事業を
明治則的5) 9 5 

明治28(1895) 9 241脊根付，進と藤!品1.片!の水力発電事業を承認e 契約締結

明治28(1895)11 71進と族同 W，神奈川県へ水力発電所設置願を提出，背根村も同意

明治31(1898) 10 151脊摂村.東京水力電気(進とjj;泰!珂白岸の卒業を継承)へ契約延長を照会

明治31(1898) 12 171東京水力電気，脊十R村へ 7年Ifl]契約延長を申請

IY1治32(1899)1 101東京水力電気，契約延長に伴い，契約撃に基づき20013:Jを支払

!明治38(1905)9 71青桜村，東京水力発電へ契約延長を照会 FI~J 金として 1 ， 000内を要求

明治38(1905) 11 141東京水力電気，脊根村へ契約金の減額を要求

明治39(1906)3 81背i1zi::j"，東京水力電気と，新たに水力電気事業に参入する:iìd急富三 J~r\に面談を設定

明治39(1906) 5 101育:fRi::j"，東京市の村 I=[I一郎らによる，道志川の分水による紡績事業の承認願を差戻し

|背根村，東京TI1の永島富三郎と山本泰一J'1I¥，愛甲郡愛)11村の佐々木猛縞との!日1に水力発
}同治40(1907)4 281; 

l'!li卒業を締結，契約報酬を領収

明治40(1907)12 7litj'根付，契約報酬のうち30円が未納として。iJρ|立に請求

l明治43(1910)
神奈川1Uι 東京市の岡田治衛武と足柄下部小田原IHTの佐藤嘉立jJ， 佐々木猛絹による道志

)11の分水の認可願を棄却i

i青こ根村 jiくj誌と東京市の吉村三木太郎の水力発電事業を契約延長曾契約警に基づき寄付
明治45(1912)4 281 

|金計600円を領収

大正元(1912)10201青根村。逓信省臨時発電水力調査局より器機を借m， 道芝、)11 iJ!IJ量土地調査を実施

大正3(山) 4 11背根村の今鉾元治郎と豊前j嘉平佐藤費型 山口森太郎脊根村へ水力発電事業を 11'1i¥i!i 
|青根小学校裳の沢より分水し発逗，ノj、づ斗λや産業組合等に電力供給

大正3(1914) 8 211今鉾ら，青根村へ電線梨設許可を申請

i青根村と青聖子j京村，相~ヨ電気の道志川水力発電事業の申請に対し横浜水道の水源地問
大正5(1916) 8 

|設に1'1とう材木流しの被害を踏まえ，神奈川県へ異議蓄を提出

大正6(1917) 3 411号線村と青野原村，牧野村，純子総代，相甲電気の被害予想見積舎を提出

大正8(1919) 6 281横浜市 山梨県知事と神奈川県知事へ，道志川の分水による水力発電事業を申請

大正10(1921) 1 181横浜市。牧野村に水力発電所設置を申請

大正10(1921)1 251青野原村にて道志)11水平IJ委員会を開催，育:根村も参加

大正10(192l)2 51青根村，横浜市の水力発電所設置に対し津久j宇都へ異議撃を提出

大正10(1921)3 151青根村，横浜市の水力発電事業による被害予想見積舎を津久弁郡へ提出

i脊恨村，東京Tl1の様島礼吉らによる内郷村の水力発電申請を，横浜水道の水源地開設に
大正10(1921)4 71 li'I'-う流木事業の被害を踏まえ，神奈川県へ異議蓄を提出

11奇根村の佐藤 実や山口森太郎，梶原賢嗣， iJ_J[コ伊太郎，愛甲郡厚木町の 1~:J皇道太郎，
大正12(1923)12 1 1;高座君1¥田名付の大谷仁三郎，神奈川県へ神ノ )11の分水による水力発電事業を申請

大正13(1924)101411寄根村，富士水電厚木営業所より電灯設置工事の見積警を受領

大正14(1925)2 201脊根村， j長商務省農務局へ村営水力発電所設置のための技術者派遣を申請し派遣

大正15(1926)1 111脊根村，道志)11水電に関し牧野村や菅野原村と緊急協議

HB和5(1930)
青根村の佐藤 実等，青根電灯を設立，青根村および道志村の一部地域へ電気の供給を

開始

注)空欄はjヲ日の記載がないことを示す。

資本，-:青根支所文書 i*力発電所設置ニ関スル警類J.i土木二関スル警:類J(大正 4-9 (1915-20)年)， i土
木ニ関スル書類J(大正10-11(1921-22)年)。井上家文書「水路堀整流水引用許可願J. r地域の歴

史年表.1.開き取り調査をもとに作成。

f右 工 事 設 計 者 工学時土田建朔部工学博士

藤岡市助工学士進経太Jが作成したもので

あり，進や藤岡に加え「工科大学教授，臨時北海

道鉄道敷設部技締j の白透朔虫，~15)も関与してい

た。さらに， r工学博士藤間市助君伝』には， i君

は7J(力電気事業の第一撃に於て，早く既に東京市

を中心とせる周囲百哩の地域に於て利用し得べき

一切の推力を調査し 後日の大成を理想したり

し」と記されていた16)。つまり，進等による青根

村への水力電気事業は 東京市周辺地域における

水力電気事業の一環として計菌されたとみられ

る。

青根村との契約内容に注目すると，明治28年9

月24日付にて，進等と青根村の各匿の代表者12人
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第 2表 青根村および周辺地域において水力発電所を計画した電気事業者

一明治 I干IWj~大正期一

契約(Ei1諮)
f手次 事業者 庶住地 豆日五一rJ;J'Ji:::ず升と iハJ子手 その後の渓tl司

i1s経太 東京ili芝!メ Iljj舟IIfJ
] 明治28 li悠i品j市以j 京ー}~rïlî赤坂区材木IIfJ 背-紋一村li~ 久和より分流 背rrn'JJ?:+J[.q聖子々 に水力 契約成立，明治31 (1898) 

(l895) 11手小三HII 東京TIi赤坂IR護衛坂IIJT 号電f!lr空設燈 JII 尻やJjj~lifT IJl :;';: tl Jtlし恥ーげヶ機今一， 東ノJIーL水11 力1電が気ヌ株ア式会

tjl~iHl将一 東京ili 京矯{ズオミ挽~;;' I iJJ，へ送電 全一生i:. 7中1Iニ中IHl契吋g長，未
村i立 j'HL 相しの立正解散プJ

外17人 東京市芝IR芝公館i
iijJ治392 I (1906) 阿部:芳大自11 11ヨi宝村 牧野村大河原より分流。 17;J郷ネj てY!Jて jえに7K力発...~~=

i~fÎJ<. ヲJ I{lr:好JII十j 電iijiーを設i設紡線事業を経営 君主})ミし

大矢Juミ 横浜71)1有木1Iij

Iljiif:i40 I~~!急?喜一良11 東京i!1麻布区:1ヒ日下窪田]
(l907) 佐々木猛繍 東京市牛込IR箆久11fT 道志)11より分流。水力発電所を設誼 契約成立，明治45(1912) 

山本恭一NI 愛III都宮ケ液iJj f12白永島と吉村で湾契約

寸明治45 永島市:1~11 東京TI71lt:{lilZ鉾11IJ-
(1912) 吉村三木太fHl東京111京係区鎗j主i!lT 道志)11より分流。水力発電所を設iJli: 未着工のまま解散カ

今鉾1ζ治J~IS 背根村
3 大正 3 豊|詰]孫次"1三 官HFHJ 背奴+JWu入原(苦汁}ミ小学校裟)より分水しに水

(1914) 佐藤武助 背根付 車を設目立し水力発電 i年十1~ ノj、学校と脊根村産業 8 J'] 211ヨ。水力使用及電

11! 日森太i~I) 7引長村 組合法|品J1邸， 111I:::l!J:11へ'夜気を供給.電灯用 級梨設許可申請議一を提出

6 大正 5(1916) キF4Ej3電気 横浜市〕コ音IIIlD 道志)11より分iた水力発電所を設i陪 反対異議惑と被答見積

火」ド 8 手?を提出
7 I (1919) 筏iJi，ili 横?兵ili ュ蓋志村iを久絞より分水。牧野村大河原に水力発 i反対 司王持散 とを小笠:elヨ手事

¥1，Jj :1) 明li手ffJjツ二n、./引し J. ヂミ【2拭筒 T以口 7L1Tl.

大iE9I4t鳥干し吉 包IYr'2:は↑玄 苦手を提出
8 I (;920) 外6人 一n~JJヌ 1 し1I 内部!f，村地内のim志川より分流。桂JIIへ}j!UJ<.し;]¥.

力発電所を設椅 反対，異議密ーを提出

大谷{二:1~11 高底部EB~，村
佐藤笑 背中長村 者:絞村社宮司の干Ijl ノ )11 より取7}~. i寄付Hi若久平1]

9 大正p 山口手芸大f!11 脊桜村 に水力発電所を設置，育 +J~村の一般家庭や，牧
(1923) 梶原資嗣 脊根付 野村や道志村にかけて機織工場を設立し電気Jτ 大正 12(1923) 年12月に

rjll¥I道太郎 愛甲部厚木町I 供給Ifl水は耕地整理のため水量の減少した脅 やjl奈川県へ請願菩提出

山口伊兵衛 育根村 fR村 Ht~jJ のyK111へ放氷

10 大正14
(1925) 背:根村 青絞村 本:J営:7K力発電所を計画

iU空機iは記il設のないことを示す。

資料 背根支所文議:I水力発電所設置ニ!英jスル書類J. I土木ニ関スル書類J(大正 4~ 9 (1 9日~20) 年)， I土木ニ関スル

書類J(大 iUO~11 (1921 ~22) 年)。井 l二家文書「水路堀盤流水引用許可1担」をもとに作成。

との間に契約が締結した。契約書の内容につい

て， とくに注目される点を抜粋して示す。

企業者ハ誓テ水量ノ減少七ザルコト及水質

ヲ変セシメザルコトヲ保証ス

従来メ漁業及木材運搬上ニ於ケル損失弁償

ノ為メ企業者ニ於テ青野原村境ヨリ道志村

境迄道路間盤橋梁架設(道路弐間参尺ニシ

テ荷車等ノ運転等ニji¥1ユル仕様)ノ費用ヲ

負担スルコト及青根付内ニ参拾IHJ歩迄j蓮田

用水ヲ必要ニ応ジテ分与スルコト

道路 I~l~盤橋梁架設費ハ関係各村ト契約成立

後参ヶ月以内ニ実測調査ノーと之カ費額ヲ定
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ムルコト及本事業ノ水路ヨリ分与スル水ヲ

tJ、テ濯概スベキ田地参拾町歩ニ充タザルト

キハ企業者ニ於テ別ニj蓮田水度ヲ設クルコ

ト

関係各村ト契約成立後直チニ適宜ノ箆所ニ

量水樫ヲ設ケ水量ノ測定ヲ着手スベシ

本事業ニ関スル費用ハ総テ企業者ニ於テ負

担スルモノナレパ本事業ヨリ他ニ損害ヲ与

ヘシトキハ企業者ニ於テ弁{賞ノ責ニ任ズベ

キコト

水路敷地ハ企業者ト地主トノ合意ヲ以テ使

用スベシ

本契約ノ有効期間ハ着手ノ日ヨリ向五拾年
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第4[j;IJ 青根村局辺における水力発電事業

注1) 番号は第 2表に対応する。

注 2) すべて未竣工である。

注 3) 分水や発電所の位置が明記された事業のみ示した。

資料:青根支所文書「水力発電所設置ニ関スル書類J，井上家文書「水路堀撃流水

引用許可願jをもとに作成。

トシ着手期限ヲ向参年トス若シ其期限ニ着

手セザルトキハ本契約ハ無効タルベシト難

モ己ニ支払タル金額其外ハ既往ニ逝 1)之ガ

請求ヲナサザルモノトス

道路開墾橋梁架設費ハ本事業着手後参ヶ月

J，-_)、内ニ其全額ヲ支払フベキコト

道路間整費ノ内金トシテ金五百円企業者ヨ

リ青根村へ本日支払タルコト

企業者ノ都合ヲ以テ本事業ヲ外ヘ譲渡ス jレ

トキハ惣代人ノ協議ヲ経ルモノトス

また，契約書と j可日付にて，副契約も作成され

ており， とくに注目される点を抜粋して示す。

高!J契約

今般東京市芝臣明舟町拾六番地進経太外三名ノ

起業ニ係jレ神奈川県津久井君j~青根村道志川筋ノ

水力ヲ利用ス jレ電気遠送事業ニ関シ起業者進経

太外三名ト青根村関戸愛吉外拾弐名トノ間ニ於

ル本契約締結済ニ付起業者ハ青根村ニ対スル漁

業及木材運搬上ニ於ケ jレ損失弁償ノ為メ本契約

十四項記載ノ青根村道路間撃橋梁架設ノ費用ト

シテ左ノ金額ヲ支弁ス

金弐千円

右金額道路開設橋梁架設費ハ本事業着手後

参ヶ月以内ニ其金額ヲ支払フベキ事

1s.本契約第十項記載ノ道路開設橋梁架設費
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内金トシテ金五百円本契約締結ト同時二支

払ヒタ

水路及器械場ノ設置買上又ハ借入ニ就テハ

署名人ノ該敷地買仁又ハ借入上地主ヨリ不

相当ノ要求ナカラシムル様責ヲ負フテ尽力

スベキ事

よび副契約によれば，青根村は進等に

たjし水力発電所への分水による道志川の水量の

減少による漁業や木材運搬への影響の防!とや，補

償として道路や橋梁の建設を要求した。また，分

水を活用して，青根村にある水田への瀧慨も要求

されている。これらの補償'のための金銭負担につ

いて工事着手後より電気事業者が支払うことが

取り決められ，高iJ契約によれば工事着手後 3ヶ月

以、内に2，000円を要求することが明記されている。

これらの補償と関わか東京水力電気が契約を延

長した明治32(1899)年 1月10日付にて， I契約

ノ主旨ニ依 1)J 200円を延長契約の締結金とし

て支払った(第 3表)。また，明治38年に東京水

力電気が再度契約の延長を調整した時には，青根

付は 9月 71=]付の書簡にて「今回明治四十三年九

第 3表 水力電気事業者より青恨村への支払

年月 1:1 I 事業者 | 内容 |金額 (PJ)

(1899) il': 京京;j(力電気 契約延長報酬

lPJlOEl 

lijJifi40 永島 1吉二 nr~ ， 契約成立報酬 200.00 
(1907) ilo il，:々 木jjTn.網 6

4 J'J 28 El 山本泰-f!/¥ 道路修経費 100.00 

契約成立報酬(荒井|壬) 16.00 

契約成立報酬(古二久和IR) 25.00 

iリi;台40 jI<. !誌富三 f!li. 契約成立報酬(束好!~) 30.00 

(1907) il:， 佐々木猛綱。 契約成立報酬u二背恨区) 25.00 

5月111 山本泰-f!l¥ 契約)i!Z.lHf}.酬(平ヌLIZ) 7.00 

契約成立報酬(J二野IIlIZ) 16.00 

i{}jl二i橋!日材実費 69.45 

Ijflj合45
jk I!~\~ 7;J'三!'!I¥. 契約延長に伴う教育費笥

(1912)ij三

吉村三木太郎 付金
200.00 

4 PJ 28 El 

iり]治45
ふく II~ ~~:; ~守!:! 契約延長に1'1"1教育費寄

(1912) .ij-: 400.00 

5FJ3113 
吉村三木太郎 付金

資*1 脊十f~支所文警「水力発電所設置二関スル書:類J をもと
に作)j文。

月末!ヨマデ延期云々ノ件了承右ハ御申越之女1]キ無

条件ニテハ到底本村会ガ承認スベキ筈無シト存

ジJと記し， さらに延長金を要求した。しかし，

東京水力電気は「就テハ該事業着手ノ際ハ若干円

ヲ11又受スルノ契約ヲ為シ直ニ其内金トシテ金壱千

円詩11要求ノ件ニ対シ会社トシテハ御承IlTノ如ク株

主ノ承認ヲ求ムルノ必要モ有之ノミナラズ右金額

二ハ容易ニ決シ兼候Jと回答し延長金の支払を

跨路:した。 以後の展開については，資料がみられ

ず判明しなし'0ただし東京水力電気による起工

の延期の繰り返しゃ，青根村との!習で補償金や契

約の延長金をめぐる調整の!蛮難さに加え，道志川

を水道事業の水源とする横浜市の反対により 17)

未着工のまま事業は消滅したものと推察される。

b. 村田一郎-大矢正夫-阿部芳太郎・清水予

次に，明治39(1906)年 5月に，東京市の

土製紙株式会社社長Jである村田一郎18)や横浜市

の大矢正夫， I呂ヨ連4村村、守寸i'の|悶司部芳太郎， 1佐左野}川11村村守のj清青

水 ヲ予ヨ矛-等より青根村村eへ， I道志川ノ j流走水ヲf使吏)月用干脊3シ

j再津3宰Z久井井二郡牧野村字大j河可j原京地内ニ月

全君郡I~I内有郷村字寸す-沢j嵐武j地也i内村ニ水力発電所ヲ設置シj以;jユj人、
テが紡j績Z事事芦拝-業経営」の承認が申請された O しかし，

青根村は「再三再四協議会相関キ候得共何分決定

不致候故此段村会へ提出スルモ到底可決ノ兄父無

之Jと回答して，この申請は承認に至らなかった。

なお，大正 2年に横浜市は，富士瓦斯紡績が牧

野村に計画した水力発電所の設置に反対し，中止

に追い込んで、いる 19)。村田等による水力電気事業

は牧野村にて分水する計画であったことや，村田

が社長である富士製紙と富士瓦斯紡績は関連企業

であることから，村田等の水力電気事業は大正 2

年に中止になったと推察される。

c 永島富三宮I~等

続いて，明治40年より，東京市の永島富三郎と

111本泰一郎，愛甲君I~宮ケ瀬村の佐々木猛繍が青根

村へ，道志)11の分水による水力発電所の設置と東

京市等の都市部への送電に関する事業を申請し，
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青根村も承認した。明治45(1912)年には，永島 年以内ニ起業者ガ工事ニ着手セザルトキハ

が東京市の吉村三木太郎との共同に変更して契約 当然無効トス但此場合第参条第四条ノ金額

を延長したが，その後に関する資料がなく，東京 ハ起業者へ返却セザルモノトス

水力電気と同じく未着工のまま事業は成立しな

かったとみられる。なお，佐々木猛綱は，明治43 また，契約書ごには向 iヨ付にて，副契約にあたる

(1910)年に東京市のi司自治衛武と足柄下郡小田 内容が記されたいま lつの「契約書jも添付され

原II!Tの佐藤嘉助とともに神奈川県へ，道志川の分 ていたため，とくに注目される点を抜粋し~j、下に

水による水力発電事業を申請して不認可となって 示す。

いることから，永島とは別に電気事業に従事して

いた。

事業者の属性に注目すると，岡田は「東京鉄道

株式会社取締役jであったが20) それ以外の者に

ついては判明しない。事業計酒に注目すると，設

計書はみられず，明治40年 4月28日イすの契約書に

「津久井郡青根村ニ於テ道志J11流水ヲ利用シ水力

電気事業経営jと記されているのみであり，分水

や水力発電所の詳細な立地については判明しな

し)0

契約内容について， まず，明治40年 4月28日付

の「契約書jでとくに注呂される点を抜粋して示

す。

第参条 起業者ハ青根村ガ材木流出及漁業上ニ

蒙ルベキ損害賠償トシテ本事業出願認可ト

同II寺ニ金四百円並工事着手後壱ヶ年以内ニ

金壱千五百円及工事着手ノ年ヨリ営業期間

中毎年金参吾円宛ヲ青根村教育費へ起業者

ヨリ青根村へ差出スコト

第四条 起業者ハ青根村ガ本事業ヲ賛成七ラレ

タルニヨリ道路修繕費トシテ本契約締結ト

同時二金百円ヲ差シ出スコト

第五条 起業者ハ本事業ヨリ青根村人民及其土

地ニ対シ損害ヲ与タルトキハ之ガ賠償ノ責

ヲ任ズベシ

第六条 起業者ハ本事業工事ニ際シ宅地ニ触

jレ、トキハ移転料ヲ支払ヒ其道路ニ当ルト

キハ人馬通行ニ差支ナカラシムル施設ヲナ

スベシ

(中略)

第拾弐条 本契約ハ本契約締結ノ自ヨ 1)満五ヶ

起業者ハ水源j函養ノ為メ明治四拾年三月八

日議決ノ契約案ニ基ケル事業着手ノ年ヨ 1)

拾ヶ年ヲ期シ青根村地内ニ杉木数五万本ノ

造林経営ヲ為スベシ前項経営ニ付テハ其植

林ニ関スル業務ハ青根村一切之ヲ担任シ其

植林ニ要スル費用ハ起業者之ヲ負担スルモ

ノトス但シ借地料ハ経営費ニ包合スルモノ

トス

一 前項植林経営ニヨリ生ズル収入ハ起業者ト

青根村トニ於テ之ヲ平分スルモノトス

契約書によると，青根村は永島等に対し，東京

水力電気の事例と i可様に，流木事業や漁業への補

償として村への教育費の寄付金や道路修繕費等を

要求した。また，支払時期について，東京水力電

気の事例では工事着手後 3ヶ月以内や契約延長時

であったが，永島等の事例では事業出願認可と!司

時に教育費寄付金400円や，青根村が電気事業に

賛成したと同時に道路修繕費100円を要求してい

る。さらに，青根村は永島等に対し水源j函養の

ための造林事業への従事も要求している。つま

り，青根村は，東京水力電気の場合に比べ，より

早期かつ多額の金銭や，造林事業といった金銭の

支払だけでないさまざまな補償の要求へと拡大し

た。なお，永島等は契約締結日である 4月28日か

ら5月 1Bにかけて，青根村に対し，契約成立報

酬1200円や道路修繕費100円，青根村の各区への契

約成立報酬合計119円，湯口橋の修繕費69.45円を

支払った(第 3表)。

また，明治45年に永島と吉村が契約延長した時

の契約書にも，同じ内容が記されていた。この時
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にも，永島等は青根村に対し，合計600円の教育

費寄付金を支払った。 以後の展開については資料

がみられず，工事着手後の金銭の支払は確認でき

ないことから，永島等の事業は東京水力電気と i可

様に未着工のまま消滅したと推察される。

d.キ13'宇 横浜市，樺島礼吉等

大正 5年には相甲電気，大正 8(1919)年には

横浜市，大正10年には東京市の「帝国電灯(株)

専務Jである樺島礼吉が21) 青根村の地先ではな

いが，道志川の分水による水力発電事業を神奈川

県へ相次いで申請した。これらの事業をめぐり，

青根村ーは青野原村等の周辺村落と協力して，神奈

川県や津久井郡へ異議を申し立てる書類や被害見

積書を提出し事業認可の取り消しを要求した。

陳情書や異議書の内容について，たとえば相甲電

気をめぐる陳情書には以下のように記されてお

り，他の水力電気事業に対しでも同様な内容がみ

られた。

既往五年前迄ハ平時ノ水量ニ於テ不十分ナカラ

モ角材iltニ筏ヲ)11下ゲ、居候処横浜市水道拡張工

事完成サレ串川村青山字純子取入口ヨリ引用セ

ラレ候以来概取入口ノ下流相模)11ニ合流スル迄

ノ間約一里ハ水量ノ減少セシ為木材等川下ゲニ

困難ヲ来シ殊ニ其上流ニ於ケル111t*立木ハ近時

其価格低下シ県並横浜市ニ於テ奨励シッ、アル

描栽事業ノ発達セサルモ亦多ク其搬出国難ヲ来

セシニ基l翠スルモノニ有之候該電気株式会社ニ

於テ事業開始ノ場合ニハ不可能ニ終ルヘク旦沿

岸鮎漁業者ノ受クル損害モ亦莫大ニ可有之候現

ニ水道工事ノ為水力電気設置当II寺ノ如キ鮎ノ遡

上ヲ防ゲラレ鮎j魚、W1ト雑モ其上流ニ於テハ f!ll~ï漁

ヲ業トスル能ハザル有様ヲ呈七シ

つまり，大正 4年に串川村青山地!豆飽子匿の道

志)11沿い(，こ横浜水道の水源地が拡張されたことで

河川の水量が減少し飽子区より下流にて流木事

業に支障をきたすとともに，水源地の工事により

鮎の遡上が減少してj魚業にも悪影響がみられた。

この事例を踏まえ，大正期以降は道志川の分水に

よる水力発電所の設置に対し，青根村をはじめ道

志JII沿いの地域で反対が強まったとみられる。な

お，これらの電気事業についても，以後の展開に

関する資料はみられず，未着工のまま消滅したと

推察される。

( 3 )膏根村内の電気事業者

a 佐藤武助・豊岡嘉次平-今鉾元治郎・ 111口森

太郎

大正英)3以降には，青根村の地域住民による電気

事業の展開がみられた。まず，大正 3年には，青

根村の佐藤武助や豊岡嘉平，今鉾元治郎， 111口森

太郎により，既存の東野I:Rの沢からヲ|いた水車用

の分水を活用して水力発電事業を行い，青根小学

校や産業組合等へ電気を供給する事業が申請され

たO 事業者の属性について，大正 3年4月 1Iヨ付

の「申請書Jによれば，今鉾元治郎は「津久井郡

青根村小学校内J.佐藤武助は「青根村産業組合

代表者jと記されていた。また，青根支所文書に

含まれていた青根村産業組合の「庶務日誌Jによ

れば，青根村産業組合は大正 3年 2月27日に青根

小学校に設立事務所が設置され， 3月15日に都立

準備委員として豊岡嘉二平と佐藤武助，井上古六

が選出された。さらに，昭和 2(1927)年に刊行

された『神奈川県名誉録.]22)によれば，豊岡嘉二

平は長崎県出身であるが，医師として関東地方を

転勤し明治31年に青根村へ医院を開業した。つ

まり，この電気事業は青根村産業組合の関係者に

より着手され，青根村産業組合および関係者の事

業所へ電気を供給する呂的であった。ただし，こ

の電気事業についても，以後の展開について資料

がみられず，成立したか雑認できない。

b. 大谷仁三郎・佐藤 実・中里道太郎・山口森

太郎・梶原賢嗣・山口伊太郎

次に，大正12(1923)年10月付にて，青根村の

佐藤 実や山口森太郎，梶原資嗣，山口伊太郎，

愛甲郡厚木町の仁ド里道太郎，高産者s田名村の大谷

仁三郎より神奈川県へ 神ノ川から分水して青根
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村音久和!互に水力発電所を設置し青根村内や牧

野村と道志村の境に設置予定のあIj績工場への電気

を供給する事業が申請された。また，水力発電所

で用いた水を，上青根地区の耕地整理のため濯概

用水が減少した青根村此11司区にある水田への濯慨

に)召し 1ることも計画された。事業者の属性につい

て U-l口森太郎は大正 3年の電気事業にも関与し

ており，梶原は「理!封書jに「医師Jと記されて

いた。また， r神奈川県名誉録jによれば，佐藤

実は昭和 2年当時，青根村会議員や津久井郡j民会

青根村農会副会長や青根村養蚕組合長，

津久井郡与j頼11IJ繭糸取引株式会社監査役，津久井

君 I~絹織合名会社代表社員，土木請負業等に従事し

ており，以前には神奈川県耕地整理協会理事，青

根村耕地整理組合長を歴任した23)。さらに， r電
気事業要覧』によれば，佐藤は昭和初期以降，青

根電灯の事業主にも従事していた24)。この電気事

業についても， tj、後の展開について資料がみられ

ず，未竣工のまま消滅したとみられる。

c 青根村¥青根電灯

さらに，大正13(1924)年以降は，青根村より

当時津久井郡の広域へ電気を供給していた富士水

電へ電灯の工事に関する見積書や， I村営水力電

気発電所(動力電灯用)設置ニ関シ設計御指導相

仰ギ度候」として農商務省農務局へ村営水力発電

所設置のため技術者の派遣を依頼する書類がみら

れ，青根村が村営電気事業を計画していた。この

事業についても，以後の展開について資料がみら

れない。また，昭和 5年には，佐藤 実等により

青根電灯が開業するが，青根電灯についての資料

も現時点では得られていない。

つまり，青根村では，明治中~後期に東京市等

の電気事業者による水力発電所の設置と東京市等

の都市部への送電が申請され，青根村も承認して

いたが，横浜市の反対により未着工のまま事業は

成立しなかった。明治後期から大正期にふ青根

村や周辺地域において道志)11の分水による水力発

電所の設置が計題されたが，流木事業や漁業への

影響のため地域住民により反対された。一方，大

正期以降，青根村の地域住民により沢水を利用し

た小規模な水力電気事業が計画され，大正後期に

は道志)11の分水による水力発電所の設霞を反対し

ていた青根村による村営電気事業の準備も展開し

たが，いずれも未竣工のまま消滅したとみられ

る。しかし，昭和初期には，大正期に計画された

水力電気事業にも従事した佐藤 実が事業主と

なって青根電灯が成立し青根付へ電気の供給が

I~~始された。これらの点を踏まえると，大正~lJj 以

前の青根村では道志川の分水による水力発電所の

設置が計画されながらも地域住民により反対され

てきたが，大正後期以降に地域住民が水力電気事

業へ関わるようになったといえる。

N. 水力電気事業と流木事業との競合

( 1 )流木事業の展開と長者舎開拓集落の盛衰

続いて，大正後期以降に青根村の地域住民が水

力電気事業に関わるようになった経緯について，

水力電気事業と競合する産業である流木事業の展

開に注目し検討する。なお，青根支所文書等には，

近代期の青根村における林業生産量の推移に関す

る記述がみられない。そこで 第5@は，明治中

期から昭和初期の津久井郡における，用材および

薪炭生産量の変化を示したものである。第 5図に

みるように，津久井郡内における地域差が明らか

にならないことや，年次ごとの生産量の変化が大

きく，数値の信頼性が低いとみられることに問題

がある。ただし大まかな傾向として，津久井郡

では，用材や薪炭材の生産量はともに，大正前期

から中期にかけて増加している。

青根村をはじめ道士、)11沿いで生産された立木や

材木の多くは，流木事業により下流へ輸送され

た。流木事業は，明治28年における進等と青根村

との間で締結された道志)11の分水による水力発電

所の設置に関する契約書には， I漁業及木材運搬

上ニ於ケル損失弁償Jと記されていることから，

明治中期には成立していたとみられる。一方，永

島等と青根村との間に締結された道志)11の分水に

よる水力発電所の設置に関する契約書には， I材
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第 5図 津久井郡における材木生産の推移一明治33~昭和 12 (1 900~37) 年一

注)m材の単位は，大正 5(1916)年以前は尺，大正 6(1917)年以降はおである。

資料 作111奈川県統計書j(各年次)をもとに作成。

木流出及漁業上ニ蒙ルベキ損害賠償1と漁業より

先に流木事業が記されている。また， m章 2節 d

項にて検討した相甲電気による道志川の分水によ

る水力発電所の設置の計画に対する青根村等の陳

情書においても，漁業より先に流木事業への被害

を訴えていた。これらの記述より，青根村ではl明

治後期以降に，流木事業の隆盛がみられたと推察

される。そこで，第 4表および第 61i?:1は，青根支

「土木ニ関スル書類」をもとに，青根村に

おけるj荒木事業を示したものである。事業者に注

目すると，東京市に本社をもっ大倉組や大倉商事

に加え，青根付の加藤磯吉や中島弥太郎，串川村

の角 IIji~~:蔵や iヨ 1] 倉啓太，太井二村の八木喜作といっ

た津久井郡の事業者が従事していた。流木事業の

内容について，まず，大正仁jコ期以前に注目すると，

冬季を中心に行われ.青根村長者舎のネ111ノ川流域

から神ノ )11と道志川の合流地点を起点として丸太

の状態で流し道志川と相模川の合流地点付近に

ある三ケ木村道志川や内郷村沼本付近で51き揚げ

た。一部の材木は，この地点で角材に加工し，筏

流しで相模)11?可口の中郡平塚町等へ流送された。

とくに，多くの流木事業の起点がみられた神ノ

川流域では，長者舎開拓集落が成立した。長者舎

開拓集落では，大正期には約70戸の居住者がみら

れ(第 7図上大正 6年には青根小学校の神ノ川

分教場が設置され(第 8[~) 大正 8年には山ノ

ネ11]の洞が建立された(第 91亙)。長者舎開拓集落

に居住する地域住民は，青根村の集落から移住し

た者が多く，主に男性は製材業や炭焼，女性は機

業に従事していた25)。

一方，大正12年以降について， m~オや薪炭材の

生産量はともに少なくなっている。また， r土木

ニ関スル書類」には青根村における流木事業に関

する資料が含まれていない。この経緯について，

青根支所文書「震災ニ関スル書類jには， rイ脅種
縦， ffi):，棒，椴，楓，搭，ブナ，栗，松，杉，シ

ヲヂ¥桂，楢， ソロ， ミネバリ(石臼樺)，沢榔，

シナ，其他，以上生木，枯木，製材木，本年九月

一日震災ニ因リ津久井郡青根村神ノ )I[山林大部分

崩壊致候処同月十五日豪雨出水ノ為限向山林所在

ノ前記樹木下流道志)11井相模)11ニ漂流致候Jと記

されていた。つまり，大正12年 9月 1Bの関東大

震災および9月15日の豪雨により，青根村南部の

丹沢山地をはじめ山地の崩落が発生し材木生産
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第 4表青根村における流木事業

徳正[J 申請者 事業所 期間 起点 終点 内容 信ii考

株式会社大倉 大正5(1916)年11月
干I!Iノ )llltJ漬から干I!Iノ川落合ま

マル lく組予号線伐木
背根村

1]日~大正6(1917)
青絞村長者

r1' 'illl平塚町 椛材外11種， 13，000本
で堰狩，千I!Iノ川落合から三ケ

所，湾藤豊吉
長者会

年2月15日
会広磁 木村上河原まで斡流，三ケ木

村上河原から平塚IIfJーまで筏流

株式会社大倉 大正6(1917)年10月i
や!Iノ)11広i漬から千11Iノ)11落合ま

マル iく組青根伐木
三ケ木

日~大正7(1918)年5
青~1zi ・j 長者

r:j'郡平塚11汀縦材外11種， 13，000本
でf薩狩千11Iノ)11落合から三ケ

ネ:J 舎広碕 木村道士、川まで幹流，三ケ木
所， JI'fII来最古 )BO日

村i蓋志)11から平塚Ili]まで筏流

マル iく
竹村栄三郎， 大正6(1917)年10)l2脊根村千11Iノ

中部平塚IIfJ
縦栂角材及び丸太材 9月29日より悶天のため繰り

代人津谷定吉 iヨ~ )11 外10種。 6，500本 上げ実施

株式会社大倉
三ケ木

大正7(1918)年11月1
青根村長者 指定丸太外111'霊φ13，000

千I!Iノ)llllJノ神から三ケ木村道

マル K組青根伐木 日~大正8(1919)年5 中 1，~1平塚向 定、)11までj寵狩，三ケ木村道志

所，斉藤豊吉
村

月301:1
舎iJ_Jノ干Ijl ヰミ

ハiから平塚IH)ーまでイ支流

大倉商事株式
三ケ木 大正9(1920)年1)'J1 青根村長者 縦丸太外11撞， 13，000

や1Iノ川山ノ干111から三ケ木村選

マル K会主l:~f恨伐木
1'1 E:1~5月 30 日 会恵;勢沢

中部平塚IIn
ヰ三

志川まで堰狗 三ケ木村道志

所.斉藤豊吉 )11から平塚i句ーまで筏流

大倉政事株式
三ケオミ

大正9(1920)年11月
脊:絞村長者 三ケ木村道 椛丸太外11種， 13，000

!!~勢沢沢口に堤を築きネI!I ノ川

マル K会社管根伐木 151ヨ~大正10(1921) を流下。干11Iノ)11落合から三ケ

所。;~土谷定吉
1'1 

年4月30日
会恵勢沢 志川 本

木村道志)11まで堰流

マル山 加藤磯吉 青根村
大正10(921)年2)1 青根キ:J下ilJ

内郷村沼本 栂角材，柱)11，計8本 散流
20EI ~28 日 ア

うー 中 14!~弥太郎 7寄根ネ1
大正10(1921)年3月 青根村社宮

内郷村沼本
椛，約。架，丸太.角材

If士流
20 日 ~4月 15 日 司 建築用材，計156本

三ケ木 大正10(1921)年8月 青桜村恵勢 三ケ木村道
椛，栂，松，杉，角丸太

マル Kや日iドtiシJミ〈ノi手Lゴ1コご
i':l 15fヨ~lO)BOIヨ 首ミ 志川

材，土木建築miオ¥約 濫流

300本

三ケ木 大正10(1921)年10月 青根村恵勢
縦，栂，松，杉， 1挙， f1J:;lL 

マル iくjヰ土谷定吉
1:1 10 日 ~12月 15 日 沢

内主lHi"1百本 太材土木建築m材 濫流

約300本

マル}く 八木喜作 大井村
大JIlO(l92l)年11月 青根村干111ノ

内郷村沼本
有ttJiJ:，松，杉，t*，角:;lL

i¥ti流 j電流
22 日 ~12月 30日 川落合 太， 300本

青根村社;宮
栂，椛，丸太，建築材

大正II(1922)年3月i司(筏)， 三ケ木村道
マルカ 門倉啓太 !~!~) 11村

日 ~4月 30 日 長考会(丸 志!II
300本，板，塔婆}若， 732散流，筏流

太)
東

ナ f:ii田様蔵 fl~JII+ :j 
大正II(1922)年3月 青桜村干1¥1ノ 三ケ木村道 栂.縦，丸太。建築材，

三H合yj}、1i之L 

151ヨ ~4月 25 日 )11社宮司 志川 660本

大正11(1922)年4月l青根村ネI!lノ
杉，松，従，栂，角及丸

マルー 八木喜作 大井村
日 ~30B )11落合

内郷村沼本 太，土木建築用， 2，500i韮皿と白il1之L 

本

昭和2(1927)年10月 青根村東 海老名字Ji可
杉丸太，松丸太， 4，000

八木喜作 太井手、j'15日~昭和3(1928) 野，吉野町 原口、須賀 筏流

年2.FJ28日 太井村荒)11 Il汀馬入
本

注) 空欄は記載のないことを示す。

資料:青根支所文書「土木ニ関スル書類J(大正 4~ 9 (1915~20) 年)， I土木ニ関スル警類J(大正1O~11 (1921~22) 年)，
八木英司氏所蔵資料「道志}II筋流木流送許可J(各年次)をもとに作成。

が減少した。その後昭和 2年における八木家の流

木事業では，神ノ]11流域ではなく青根村東野区や

内郷村沼本，吉野間Tを起点として，高盛郡海老名

村河原口(現，海老名市河原口)や，相模JI!の河

口部にある中部須賀町馬入(現，平塚市馬入)へ

流送された(第 6図)。また 昭和 3年 4月以降

における八木家の流木事業で、は，内郷村沼本を起

点としており，青根村からの流木事業はみられな

くなったお)。一方，長者舎開拓集落は，大正12年

の関東大震災に伴い山林や集落が壊滅的な被害を

受けたため，地域住民は青根地匿の集落へ移住

し分教場は開校となった。

つまり，青根村における流木事業は，明治後期

から大正中期にかけて展開し大正期には長者舎

開拓集落が成立するほどの隆盛がみられた。しか

し大正後期以降は，関東大震災に伴う林地の荒
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第 6図 青根村における流木事業一大正 5~昭和 3 (1916~28) 年一

注) 長者舎開拓集落はゴチックで示した。

資料:青根支所文書「土木ニ関スル書類J(大正 4~ 9 (l 915~20) 年)， I土木ニ関

スル書類J(大正1O~11 (1921 ~22) 年)，八木英司氏所蔵資料「道志川筋流

木流送許可J(各年次)をもとに作成。

)完や林業生産の減少により，青根村を:起点とする

流木事業は衰退した。

( 2 )電柱販売の震調

次に，流木事業によって搬出された木材につい

て，販路や利用の実態を検討する。青根村におい

て流木事業に従事した事業者のうち，八木家につ

いては，大正 9 (1920) 年から大正10年にかけて

作成された「木材小口売出IIIJむや年次不明「木材

仕切綬Jをはじめ 大正後期頃における材木販売

の実態、がq:1J1拐する資料がみられる(第 5表，第10

図)。

これらの図表より，八木家で扱われた材木は，

青根村や青野原村西野山，南都留君I~道志村月夜

野，愛甲郡愛川村半)京で、産出されたものであっ

第71Rl 長者舎開拓集落跡地

崩落した石垣や，家屋跡の平坦地にスギ

の植林がみられる。

(平成25(2013)年9月23日，著者撮影)
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第 81)g] ネIjl之)11分教j易跡地

大きな平坦地や，数本のサクラの植樹が

みられる。写真中央は明治39(1906)年

に建立された「東野天野茂座衛門為 道

路供養塔Jである。

(平成25(20l3)年 9月23日，著者撮影)

た。販売先や用途については，津久井郡および愛

甲郡厚木町や高塵郡有馬村門沢橋や高座君s茅ヶ IlJ奇

IllJといった相模)11中下流の製材所への材木の供給

や，湘南村小倉の船頭連や城山ホテル27)への船材

の供給がみられた。

とくに，木材の利用において，電柱の販売の比

重が大きかったことが注自される28)。電柱の多く

は，三ケ木村の地元有力者である三期保治29)がイq:I

介し， i厚木電気」すなわち富士水電といった電

気会社や高座郡麻溝村当麻，大沢村大島(現， 1日

相模原市)といった相模)11沿いに加え，高座郡柏

原村清兵衛新田(現，旧相模原市清新付近)や相

原村機本の会社前，家畜市場，十字辻，三ケ木村，

川尻村久保沢， 1原宿，畑久保をはじめ，主に相模

) 11が東進から南進へ向きを変える付近から)11尻村

を経由して柏原村橋本や清兵衛新田へ至る経路を

中心に出荷された。また，電柱とあわせて，電柱

の支柱となる根柏11の販売も多くみられた。大正中

期の津久井郡および局辺地域では，相甲電気や愛

JII電気，摩木電気といった中小電気事業者が成立

し供給域を拡大していく時期であったD 八木家

および三樹による電柱の出荷先については，相甲

電気の供給域とおおよそ重複していた。三樹と相

甲電気との関わりについては判明しないが，三樹

第 9図山ノ千111の絹

写真左の樹下には，大正 8(1919)年建

立の 1111干111 諏訪大社千I11翠」という石

碑もみられる。

(平成25(2013)年 9月23日，著者撮影)

が三ケ木村の地元有力者であり，相甲電気の発電

所も三樹の出身地かつ居住地である三ケ木村の道

志)11沿いに設i置されたことから，三樹が相甲電気

の経営に重要な役割を果していたと推察される。

また，三樹だけでなく南多摩郡浅川村原宿(現，

八王子市)の平野松三郎が仲介して八王子町本郷

(現，八王子市)の東京電機株式会社へ根初日を納

入していたことや 八木家も直接愛)11電気に電柱

を納入していたことがわかる。なお，電柱の出荷

は，相模川沿いは流木事業により出荷され，愛)11

村田代地区についても愛甲郡高峯村小沢地医まで

流木事業を用いた。他の地域について， i木材仕

切!摂Jより大正12年 7月 7Bに相原村橋本の十字

辻へ出荷した事例では 「金八円四拾銭右廿四

本三十五銭ヅ J 荒 川 橋 本 間 馬 力 賃 馬 夫 金

太郎jと記されており 八木家のある太井村荒川

地区から馬を用いて出荷した。

つまり，大正期の青根村では，材木生産と流木

事業が展開し流木事業により出荷された材木は

電柱として利用される比重が大きかった。また，

電柱の出荷先は， とくに津久井郡東部から高度郡

北部を電気の供給域とした相甲電気の供給域の比

重が大きかった。
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第5表 八木家の材木販売一大正 9(1920)年頃一

一議EI
注文者 l~ii主主血

背後村広 三う木総付送三経ケ路木製材i済行
，;;， 1ヨ 主主主主 金額 (p])

棒j保治 三ケ木村 松丸太 130.000 
杉杉切丸太 5本 55.000 

大iE9(1920) 7 19 八木必一三 板丸太 2l t本土
7.200 

塗杉小弐仮1111板
21.500 

大i1'.9(1920) 9 30 y，:?尺 裂 郎 14枚 35.000 

大.11'9(1920) 10 18 耳u尺i立材木足;(耳I沢ilむと)愛甲IIE/厚木町 4909 耳本E 68.000 
52.150 

大lE9(1920) 11 3 八木E苦言f
杉i引巨 1本 11.000 

杉iij免 太 4133本を 11.800 
大IE9(1920) ! 1 6 水沢製材ji)i 高度君~T ヶ崎町 T有者líWil部道よ:付 )1 夜~H主 杉太 149.000 

杉 flj 20本
;)":1[9(1920) II 12 )!'.I 藤太郎 rr1f.f付 杉波ヨL大 16本

杉丸太 5 :4， 

大正9(1920) ! I 22 愛川?在気株式会主l 1愛 ;Fîl~'f' )/I 村 III代 1ま!f~でLiJl虫il{送Ii'fil':雪i2山ql政Il日愛愛)/1十21j31i1lEiおi~添rr付小iHif:ríî;~ 電柱 30本 496.500 

本大日:骨(1920) ! 1 29 1"1合前i之助 !J..l.1.IJl司:王tl詰1 12本
∞ 040 0 D:9(l920) 12 10 二:樹i呆治 y二ケ干j I打者j){iill~i(! 志十 1)1 izlfj-)lj仁

箆小廷紋
78本
25来

大正9(920) 12 18 fl)IJ1材木JI~~ 【Il~守 H 愛'1 'ilt愛川付 4'.. 叫~PE '1、f&
68D丁~~ 

2.400 
杉小fiJt~ 139本 75.550 

大，F9(l920) 12 17 渋谷製材所 百~jlfilHllilHj 嶋本 41}k 58.9ヌ)
十会f句ij 15司l 96.970 
杉小角材 212本 11.1‘的。

大正9(1920) 1220 縦波ili.次郎 日~~fm y.:ヶ陸拘置f '~qq百:愛 111 村半周i.if( 30耳l 56.640 
370l 203日)0

大iE9(1920) 1223 :主樟li呆ifi 三ゥ一本付 ぷj<E/lI;十ill町村清兵衛新1II1i
電翠E電塑柱柱

93本 667.6α) 
80本 26.950 

大iF.9(1920) 1226 三l翁封{~治 ヲウ木村 話[送 I向日H出町{iil，村主il伝li 49本 582αJO 
大正9(1920) 12 門芳三 Ijl川村 IVJ 10本 65αXl 

大11→100(21)1 1511lH H1不jIiW!村正次) i間I1Æm: 1'f).見付 1"li!~I，品 愛!I'/lI:f'IIIH半l虫産
40来 76..110 

寝長杉多不角札材太fll+~ 
200立: 110.0∞ 

大司:10(1921)2 8 rm l íN多 1長 i:~ ， 問 {ぜ〕不 lSαlO 
大iEIO(l921)2 10 三ケ木村 Jj!I"村，_， 15本
大iE10U(21)2 15 4 :tt:( 1.-1日)
大DeI0¥l921)2 28 !R 貫工仁 愛!Plmf事不，If 2α)本 90ω。
大i[10(1921):3 3 I'Jt!f:' 111~':;f 

52441 主杢来
2.1.(XlQ 

大x正10(921)3 28 杉]L大 42.400 
i[lO(1921) 3 31 一昨i 'J、IJ;(iHf jijfíßW1;~:人 IJ;\ 村 W!l lP7i 6αXJ 

大jE10(l921)4 I r骨} 'J、j点目J 241k 

大iE10(1921).1 2鈴木一ノ・一、→百ー íN 多段 il~八王子町
51本 7.780 
661 8.400 

大iFlO(1921)4 2水沢型Hii計 向日lilBYヶ崎町
杉l~jL 7.， 12本
杉小flli~ 6 メぷ

大正10(1921)，1 3 l11i封書立政 24京

大 1E1山~ 空i:]L太 l 司王 2.3α〕
iiliiNH小倉 申~_tl 2 )，~ 6αJO 

!卒; 0.700 
大jE!O(1921)4 5 三樹 í~'if t三ヂケ末不干千すf 
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資料・八木英司氏所蔵資料「木材小口売控11長J. i木材仕切l按Jをもとに作成。

V. 結論

本稿は，津久井郡!日青根村を事例に，近代期の

一地域に注目し，電源開発から電気の供給に至る

までの電気事業の展開と地域住民との関係を検討

した。青根村では，明治中期以降，青根村外の事

業者により，水力発電所の設置と東京市や横浜市

等の都市部への電気を供給するという，水力電気

事業が繰り返し申請された。しかし道志)11を水

道事業の水源とする横浜市の反対に加え，明治後

期t.:J、昨に青根村の地域住民は水力発電所への分水

のため河川の流量が減少することで，流木事業や

潟、業といった河川を利用する従来の生業への影響

を懸念し反対した。とくに，流木事業は，起点で、

あるやj3ノ川流域に長者舎開拓集落が成立し青根

小学校の分教場が設霞されるほどの隆盛がみられ

た。また，大正 4年には，横浜市の水源地の拡張

に伴い河川の流量が減少し実際にj荒木事業や漁

業への被害が発生したため，大正期以降は水力電

気事業への反対が強まった。一方で，大正中期の

流木事業では，主に電柱用材が出荷され，津久井

郡および周辺地域における電気の供給域の拡大に

貢献したともいえる。

大正12年 9月の関東大震災に伴い，青根村およ

び崩辺地域の山地の崩落が発生し材木生産や道

志)11の流木事業は縮小した。大正12年10月以降に

は，青根村の地域住民による水力電気事業と電気

の供給や紡績工場の設置や，青根村による村営電

気事業の計画もみられた。そして，昭和 5年には，

大正12年に水力電気事業を計画した佐藤 実等に

- 39-



より，青根電灯が開業し青根村に電気が普及し

た。

つまり，青根村では，当初は電柱用材の生産を

中心とした流木事業への影響を懸念して青根付外

の事業者による水力電気事業へ反対していたが，

関東大震災を契機に材木生産や流木事業の衰退や

水力発電所の設置によるj荒木事業の懸念も少なく

なったことから青根付内の地域住民による水力電

の計i出と実現へ，大きな転換がみられた。

このような経緯の影響で，青根村は昭和初期とい

う周辺地域に比べ遅い時期に，青根付の地域住民

によりはじめて電気の供給が開始された。

本稿は，青根付における電気の普及を事例に，

関東山地東麓の山村の近代化のー側面を示したも

のである。本稿の課題として，たとえば相模j川iリi水

系でで、いえば， 1村:1制i

では大正前期 j主U以~Jよ、前より水力発電所が設置され'地

元資本の電気事業者による電気の供給がみられ

た。しかし守道志川においては，水力発電所の設

置が遅かった。この経緯について，本稿では，流

という，水力発電事業と競合する産業との

関わりで検討した。しかし，近代期の水力発電所

の設置における技術的な側面等を踏まえ，なぜ近

代期の道志)11に水力発電所の設置が少なかったの

か.多面的に検討する必要がある。また，本稿で

は，青恨支所文書「水力発電所設置二関スル書類」

を主に月3いて，青根村における水力電気事業の展

開を検討した。しかし，水力電気事業は，河川を

利用するため，神奈川県や津久井郡といった河川

を管理する官庁に申請するものである。そのた

め，青根村における水力電気事業の詳細， とくに

青根電灯の設立された経緯や事業者の属性，事業

の実態について，津久井郡役所文書をはじめ他地

域の資料も収集し検討する必要があった。さら

に，佐藤 実の経歴や，青根村と横浜市との関わ

りについても十分明らかにすることができなかっ

た。今後，皆様よりぜひご教示を賜りたい。

〔付記〕

本稿の作成にあたり，升二上IV1光氏や井上 靖氏，

日1中IlG一氏，佐藤友市氏をはじめ，青根地区のみな

さまには，貴重なお話を伺うとともに，古文書の閲

覧にて大変お世話になりました。相模原市情報公開

設:や相模原市立博物館市史編さん班(津久井町史担

当)，相模原市立博物館では，青根支所文書や八木家

文書をはじめ，資料の閲覧や複写のご許可をいただ

きました。相模原市立i専物館市史編さん班(津久井

IHT史担当)の井|二 泰氏には，資料の提供や多くの

こ、、助言をH易りました。相模原市情報公開諜における

青根支所文書の調査においては，水島卓j吾氏(元，

筑波大学大学院生)の協力を得ました。記して厚く

御礼申し上げ、ます。
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28) 近代!引の林業l也市が流木事業を介した電柱月3材の 会議員，学校組合会議員，神奈川県農会議員等に

生産で隆盛する事例は，津久井'1511に限らなし、。た 従事した。また，三樹家は農業に従事し，代々ぞ!

とえば，筑後JII上流に立地する福岡県八女地方で 主や区長. 1m長，県会議員，村長，村会議員等に

は，従来は筑後JII中下流の大JIIIlD・や若津IUTへ長尺 従事する，地元有力者で、あった。
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